
工事名

工事場所

工事概要

契約年月日

契約金額

工　　期

根拠規定

5,940,000円

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

　本工事は、こまどりスキー場第2ペアリフトのサスペンダーガイドを更新す
る工事であります。
　本工事については、導入されている機器を熟知し、かつ専門知識と技術、
及びメンテナンスにおける豊富な経験を要していることが求められます。
　したがって、当該設備の設置業者であり、毎年のシーズン再開点検業務
を行っており、また導入されている設備を熟知している下記業者との随意
契約とする。

契約相手方
の選定理由

令和7年5月14日　から　令和7年12月12日　まで

契約相手方
の商号・住所

随　意　契　約　結　果　表

スキー場整備工事（こまどりスキー場第2ペアリフト整備工事）

稚内市 こまどり4丁目　地内

こまどりスキー場第2ペアリフトのサスペンダーガイド更新工事一式

令和7年5月13日

日本ケーブル株式会社札幌支店

札幌市中央区宮の森4条1丁目3番35号


